
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１０月２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成３１年４月１８日 １１時３０分ごろ 

発生場所 沖縄県恩納
お ん な

村サンマリーナ沖 

 前兼
まえかね

久
く

港北防波堤灯台から真方位０３０°１,９００ｍ付近 

（概位 北緯２６°２７.８′ 東経１２７°４８.５′） 

事故の概要  旅客船タクマ２は、航行中、干出浜（さんご礁）に乗り揚げた。 

 タクマ２は、プロペラ翼の破損等を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年４月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客船 タクマ２、４９トン 

１３６４６７、第一交通産業株式会社（Ａ社） 

２３.７０ｍ×５.００ｍ×２.１１ｍ、軽合金 

ディーゼル機関２基、１,１６８kＷ（合計）、平成１０年１２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成７年１２月６日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成３１年２月１２日 

  免状有効期間満了日 令和６年２月１１日 

航海士 男性 ６５歳 

五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 昭和５９年８月３１日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２６年７月２４日 

  免状有効期間満了日 令和元年８月３０日 

運航部長 男性 ６０歳 

四級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成９年８月１４日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年９月２８日 

  免状有効期間満了日 令和４年９月２７日 

 死傷者等 なし 

 損傷 ブラケット、シャフト及び舵に擦過傷、両舷プロペラ翼に破損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西南西、風速 約３.０m/s、視界 良好 
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海象：波高 約１ｍ、潮汐 低潮期 

太陽の高度及び方位：高度 ６８.３°、方位 １３３.６° 

 事故の経過 本船は、沖縄県にある那覇港と本部
も と ぶ

町渡久地
と ぐ ち

港（北谷
ちゃたん

町フィッシャ

リーナ及びサンマリーナ経由）を結ぶ一般旅客定期航路（以下「本件

定期航路」という。）を運航する高速船で、平成３１年４月１８日 

１０時４０分ごろ、船長、航海士及び運航部長（サンマリーナ出入港

の指導役）ほか２人が乗り組み、旅客１人を乗せ、サンマリーナに向

けて渡久地港を出港した。 

 本船は、１１時２０分ごろ、航海士が、サンマリーナに入る航路

（以下「本件航路」という。）入口手前で約１０ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）とし、本件航路入口付近に設置されている

私設のボンデンブイのうち、サンマリーナに向かって右側の通称１番

ブイ（白色）（以下「１番ブイ」という。）及び同左側の通称２番ブイ

（黒色）（以下「２番ブイ」という。）を確認した後、本件航路中央を

航行した。 

 運航部長は、船橋内の右舷側に立ち、船首方にある本件航路中間付

近に設置された私設ブイのうち、サンマリーナに向かって右側の通称

３番ブイ（赤色）（以下「３番ブイ」という。）及び同左側の通称４番

ブイ（緑色）（以下「４番ブイ」という。）を確認した後、３番ブイ付

近において、シュノーケルを行っている数名の遊泳者を認め、遊泳者

が本件航路内に入ってくるように見えたので、遊泳者の動向を注視し

ていた。 

 本船は、３番ブイ及び４番ブイを通過する時、航海士が、遊泳者が

気になり、慎重に操船しようと速力を約５kn に減じ、船首方を見て

操船中、太陽光の反射で海面が見えづらくなったが、本件航路入口で

中央を航行していたので、本件航路の中央を航行しているつもりで、

さんご礁との境目を確認できないまま目視により航行を続けた。 

 本船は、運航部長が右側に寄せるよう船長及び航海士に伝えた直

後、船尾付近に衝撃を感じ、１１時３０分ごろ、さんご礁に乗り揚げ

たことを認め、直ちに機関を停止した。 

本船は、機関長が船体内部を確認したところ、浸水がなく、旅客及

び乗組員に怪我がなく、自然離礁後、サンマリーナに入港した。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ 本船、写真２ プロペラ翼

の破損等状況 参照） 

 その他の事項 Ａ社は、海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第８条に定める

一般旅客定期航路事業者であり、平成３１年４月１３日、本件定期航

路に就航した。 

Ａ社は、本件定期航路就航に当たり、平成３０年９月頃から就航ま

での間、運航部長の指導により、乗組員に対して試験運航を繰り返し

行っていた。 
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船長、航海士及び運航部長は、サンマリーナに入港する際、目視に

より陸上の建物及びサンマリーナの防波堤を確認していたが、ＧＰＳ

プロッターを活用していなかった。 

航海士は、太陽光の反射で船首方の海面が見えづらくなった際、サ

ングラスをかけていなかった。 

船長は、３番ブイと４番ブイを通過した後、本船が左側に寄ってい

ると感じていたが、もう少しすれば、航海士が舵を右に切ると思い、

航海士に対して指示や助言を行っていなかった。 

本件航路は、最大幅約４０ｍ、水深約１０ｍであり、航路の両端に

さんご礁が点在している。 

本船の喫水は、船首約０.８５ｍ、船尾約１.８０ｍであった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、本件航路を航行中、航海士が、３番ブイ付近でシュノーケ

ルを行っている数名の遊泳者の存在を確認した際、速力を減じたもの

の、太陽光の反射によって船首方の海面が見えづらく、本件航路の中

央を航行しているつもりで４番ブイ付近に向けて航行を続けたことか

ら、さんご礁に近寄っていることに気付かず、さんご礁に乗り揚げた

ものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が本件航路を航行中、航海士が、３番ブイ付近でシ

ュノーケルを行っている数名の遊泳者の存在を確認した際、速力を減

じたものの、太陽光の反射によって船首方の海面が見えづらく、本件

航路の中央を航行しているつもりで４番ブイ付近に向けて航行を続け

たため、さんご礁に近寄っていることに気付かず、さんご礁に乗り揚

げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

Ａ社は、本事故後、サンマリーナへの寄港について、潮位が低い場

合には寄港しないこととし、あらかじめ寄港しない日を設けてホーム

ページに公表する措置を採った。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・ＧＰＳプロッターに航跡を記録し、目視のほかＧＰＳプロッター

を活用して操船に当たること。 

・シュノーケルの運営者及びＡ社は、事前に入出港時刻を確認し合

い、船舶は遊泳者の動向に注意を払い、遊泳者は船舶に近づかな

いなど安全を確保するための措置を講じること。 

・操船者は、太陽光の海面反射や逆光で船首方が見えづらい場合、

サングラスを使用して操船に当たること。 

・船長は、操船者に対し、安全運航を行うための指示や助言を行う
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こと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ 本船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ プロペラ翼の破損等状況 

 

 


